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「令和８年度 町会・マンション みんなで防災訓練」募集要項 

 
 

東京都は、合同防災訓練等を通じた町会・自治会とマンションのつながりの構築・強化を
効果的に図るため、町会・自治会が近隣のマンションの管理組合等と合同で開催する防災訓
練の打合せから振り返りまでを支援します。 

このたび、以下のとおり募集を行いますのでお知らせします。 
 

 
1 対象団体 
（１）申請者 

・合同防災訓練等を通じて、近隣のマンション等とのつながりを構築・強化したいと考
える都内に所在する単一町会及び集合住宅自治会 

 

※ 都内の区市町村に届出等を行い町会・自治会として名簿登録されている等、
区市町村において町会・自治会として登録・把握されている団体が対象です。 

 

※ 集合住宅自治会とは、集合住宅（マンション、団地、アパート等）世帯のみ
で構成する単一自治会をいいます。 

 

※ 令和６年度及び令和７年度に申請した町会・自治会も申請することができま
す。 

 

（２）連携することができるマンション管理組合等 

   １つの申請に対し、３程度のマンション管理組合等まで連携可能です。連携可能なマ
ンション管理組合等は、次のとおりです。 

 

  ア 単一町会が申請する場合 

① マンション管理組合（「建物の区分所有等に関する法律」に基づく）※１ 
② 集合住宅自治会※２ 
③ マンション所有者（賃貸マンション） 

 
※ １ 令和６年度及び令和７年度「町会・マンション みんなで防災訓練」で

連携したマンション管理組合等を連携先とすることはできません。 
 
※ ２ 賃貸マンション等で集合住宅自治会が存在しないが、防災会など住民

で構成される組織がある場合は、当該組織を連携先とすることができます。 
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  イ 集合住宅自治会が申請する場合 
    単一町会を連携先とすることができます。 

※ 集合住宅自治会は、①マンション管理組合、②集合住宅自治会、③マンショ
ン所有者（賃貸マンション）のみを連携先とすることはできません。 
 

※ ただし、単一町会を連携先とする場合、①②③を連携先に加えることがで
きます。 

 
 
２ 事業の流れ 
  都が委託する民間事業者から派遣される専属担当者が、町会とマンション等が合同で実

施する合同打合せから振り返りまでを伴走支援します。 
 
（１）合同打合せ 
   町会・自治会とマンション等が顔合わせや防災訓練の企画・準備のために実施する合

同打合せを支援します（原則、１回実施。２時間程度）。 
 
（２）事前レクチャー（防災講話）（※） 
   防災訓練の前に、町会・自治会及びマンション等双方の住民に対し、防災への備えに

ついて、専属担当者等がレクチャーを行います。 
 
（３）防災訓練の実施（※） 
   町会・自治会とマンション等が合同で実施する防災訓練をサポートします。 
   訓練メニューは、以下のアを必須とし、イ及びウについても可能な限り実施してくだ

さい。 
   ア 【必須訓練】炊き出し訓練、AED 訓練、携帯トイレの使い方、日常備蓄の方法 
       アルファ化米を活用した炊き出し訓練や訓練用 AED を活用した AED 訓練、携

帯トイレの使い方や日常備蓄のレクチャー 
イ  【推奨訓練①】初期消火訓練 

     水消火器、スタンドパイプによる消火訓練 
  ウ 【推奨訓練②】防災街歩き訓練 
    町会・自治会やマンションの防災倉庫、消火器の場所、避難所等を確認する訓練 
  エ 【その他希望訓練①】３の助成を受け購入する防災資機材を活用した訓練 
  オ 【その他希望訓練②】その他希望する訓練 

 
（４）振り返り 
   防災訓練の実施状況を踏まえ、町会・自治会とマンション等の今後の取組につなげる

ことを目的に実施する振り返りを支援します（１回。２時間程度）。 

 

※ 事前レクチャー（防災講話）と防災訓練は原則、同日に開催します。 
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３ 防災資機材の助成 
（１）趣旨・目的 

合同防災訓練を実施するに当り、町会・自治会とマンションのつながりの構築・強化を
一層進めるとともに、地域の更なる防災力強化を図るため、町会・自治会が合同防災訓練
で活用する資機材を購入する場合の必要経費について助成します。 

 
（２）助成金申請者 
   「町会・マンション みんなで防災訓練」の申請者 

※ 令和７年度に防災資機材助成を受けた町会・自治会は除く。 
 
（３）助成内容 
   助成対象資機材の購入経費の補助 
   助成率１０分の１０、助成上限額２０万円 
 
（４）助成対象資機材 

・助成の対象資機材は、以下に掲げる合同防災訓練訓練メニュ―を実施する際に使用す
る防災資機材です。 

・合同防災訓練メニューは東京都があらかじめ提示します。その訓練メニューから実施
するメニューを選び、使用する防災資機材を選定してください。 

 
合同防災訓練メニュー 防災資機材 

初期消火訓練 スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ 
救出・救護訓練 階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、

はしご、工具、救助用品（ジャッキ・ロー
プ）、ＡＥＤ、毛布、ヘルメット、懐中電灯、
仮設テント 

情報連絡訓練 トランシーバー、メガホン、ラジオ 
安否確認訓練 安否確認マグネット 
トイレ訓練 マンホールトイレ 
生活継続に使用する資機材の使用等
訓練 

給水タンク、炊き出し器、発電機、蓄電池、
投光器、カセットボンベ（発電機用）、太陽
光パネル（蓄電池用）、養生シート 
※設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電
池、太陽光パネルは除く。 

 
※ 上記訓練は、必須訓練や推奨訓練と組み合わせて実施可能です。 
※ その他、希望する訓練がありましたら、ご相談ください。 

 
（５）助成の条件 

・助成を受けた町会・自治会は、次年度以降も、助成対象資機材を活用して合同防災訓
練等を実施する必要があります。 
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・令和９年度は、合同防災訓練を実施した上で、実施報告書を提出してください。 
 
（６）申請手続及び資機材の購入等 

・合同打合せで合同防災訓練で実施するメニュー及び購入する資機材が決まりました
ら、東京都に助成金交付申請書を提出してください。 

・東京都が、申請書を審査して交付決定を行います。交付決定通知書を受領後、助成対
象資機材の購入を行い、合同防災訓練当日、資機材を使用して訓練を実施してくださ
い。 

 ※ 交付決定通知書を受領する前に資機材の購入等を行った場合は、助成対象となら
ない場合がありますので、ご注意ください。 

 ※ 助成対象となる資機材は、すべてを合同防災訓練で使用する必要があります。必
ず、合同防災訓練当日に、すべての資機材を用意してください。 

 
（７）実績報告書の提出等 
  ・合同防災訓練実施後、２週間以内に実績報告書を提出してください。 
  ・東京都は、実績報告書類を確認し、助成金額確定通知書を送付します。 
  ・額の確定後、助成金確定金額を口座振替によりお支払いします。 
 
４ 事前相談 
  申請に向けた相談を受け付けます。８の問い合わせ先までお電話ください。 
 
（１）町会・自治会 
  ・連携先マンション管理組合等への働きかけがうまくできない、連携先となるマンショ

ン管理組合等を見つけられないないなどの理由で、申請まで至らない町会・自治会は、
事前相談ができます。 

  ・マンションへの事業説明など、申請に向けてサポートします。 
 
（２）マンション管理組合等 
  ・マンション管理組合・マンション所有者（賃貸マンション）からの事業実施に向けた

相談も受け付けます。 
  ・町会・自治会の紹介など、事業実施に向けてサポートします。 
 
 
５ 申請 
（１）申請期間 
   令和８年４月１日（水）から令和８年 11 月 30 日（月）まで 
 
（２）対象団体数 

90 団体。申請期間内でも対象団体数を超えた場合、申請を打ち切る場合があり 
ます。 
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※ 防災訓練の実施は、最短で、事業実施決定通知からおよそ 1 カ月程度の期間をいた
だいています。 

 
（３）申請様式について 
   申請様式は東京都生活文化局のホームページからダウンロードできます。 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/chi
iki_katsudo/chiikiryoku/0000002435.html 

    
（４）提出書類 

① 申請書 
② 申請書別紙 事業の共同実施・連携実施に係る合意書 
③ 申請団体の会則又は規約等及び役員名簿 

④ 連携するマンション管理組合等の会則又は規約等及び役員名簿 
 

（５）提出方法及び提出先 
メールで以下の宛先までご提出をお願いいたします。 
宛先：東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課 

  メールアドレス：S1161202@section.metro.tokyo.jp 
※件名に「町会・マンションみんなで防災訓練の申請」と記載してください。 
※事務局運営を民間事業者に委託する予定です。事務局を設置次第、提出先を事務局に

変更する予定です。 
 
 

６ 事業実施団体の決定 
 ・申請に基づき都が事業実施団体を決定します。 
 ・決定団体には東京都からお知らせするとともに、都が委託する民間事業者から申請書記 

載の担当者に電話またはメールでご連絡します。 
  
 

７ その他 
 ・訓練の成果等は、区市町村や町会・自治会と事例を共有するなど、活用していきます。 

・ご提出いただいた書類等は、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 
・ご提出いただいた書類等に含まれる個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報の保護

に関する法律」、「東京都個人情報の保護に関する条例」及びその他関係法令を順守しま
す。 

 
 
８ 問い合わせ先 

東京都生活文化局地域活動推進課  電話 ０３−５３８８−３１６６ 
  メールアドレス S1161202@section.metro.tokyo.jp 
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